
令和元年度 第１０回板倉区地域協議会 次第 

 

                      日 時：令和元年１０月１７日（木） 

                          午後６時００分から 

                      場 所：板倉コミュニティプラザ 

                          ２０１・２０２会議室 

１ 開  会 

 

 

２ 会長あいさつ 

 

 

３ 所長あいさつ 

 

 

４ 諮問 

・諮問第１２１号 上越市板倉運動広場照明設備の廃止について 

 

 

 

５ その他 

 

 

 

６ 閉  会 

  ・次回 １１月  日（ ）   時～ 第１１回板倉区地域協議会 

板倉コミュニティプラザ ２０１・２０２会議室 













 

板倉小学校設置推進協議会の設立について（案） 

 

１ 目的 

  小学校の運営を支える各組織が参画し、相互に協力しながら新しい学校づくりに必

要な事項の協議及び調整を行い、円滑な移行及び区内の教育環境の改善を目指します。 
 

２ 設立時期 
  令和元年１０月（予定） 
 

３ 構成組織・委員（24人） 

 ⑴ 学校園の保護者の代表者 （9人：各校 2人、保育園 1人）  

 ⑵ 学校後援会の代表者   （4人：各校 1人） 

 ⑶ 町内会の代表者     （6人：6地区各 1人） 

 ⑷ 学校長、保育園長    （5人） 
 

４ 協議事項 

 ⑴ 板倉小学校の校歌・校章の検討について 

 ⑵ スクールバスの運行の検討について（ルート、見守り体制、路線バスとの整合） 

 ⑶ 統合前及び統合後の各学校間の各種交流について（交流行事、ＰＴＡ活動等） 

 ⑷ 各組織の体制等について 

・ＰＴＡ：体制、役員、行事・活動計画、規約、体操着等 

・後援会：体制、役員、活動計画等 
 ⑸ その他必要な事項 
 

【会議運営】 

○ 会議は、協議事項に応じ、全委員が参加する「全体会議」又は関係する委員のみが

参加する「関係者会議」により開催します。 

（部会は設置せず、「関係者会議」の協議事項は、その決定をもって協議会全体の

意思決定とします。） 

○ 委員が欠席する場合は代理出席（保護者委員は 2人とも欠席の場合）により会議を

開催します。また、協議事項に応じ、各組織の担当者も出席いただけます。 

○ オブザーバーとして、板倉中学校長、地域協議会委員（代表）その他当推進協議会

が意見等を求める方が参加します。 

○ 市が事務局となります。 

協議事項 会議区分 構成員 事務局担当課 

○校歌・校章 

○学校間の各種交流 
全体会議 委員全員 

教育総務課 

学校教育課 

○スクールバスの運行 

関係者 

会議 

保護者、町内会、学校の各委員 
学校教育課 

交通政策課 

○各組織の体制 

・ＰＴＡ組織（保護者、学校の各委員） 

・後援会組織（後援会、保護者、学校の

各委員） 

教育総務課 

  ※ 統合校の教育課程（グランドデザイン、特別活動等を含む。）の検討は、本組織とは別に、各

校の職員が主体となって案を作成し、各校のＣＳ又はＣＳの合同会議に意見を求めて行います。 


